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※用語解説を省略しています。 





―米原市人権施策基本方針（第２次改訂版）の位置付け― 
 

1948年(昭和23年)、国際連合の第3回総会で「すべての人間は、生まれながら

にして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である」という「世界人権宣言※」

が採択されました。その後、「国際人権規約※」や「人種差別撤廃条約※」をはじ

め、多くの宣言や条約が採択・制定され国際的な取組が進められる中、1994年(平

成6年)の第49回国連総会において、世界中に人権文化を構築するため、1995年

(平成7年)から2004年(平成16年)までの10 年間を「人権教育のための国連10年

※」とする決議が採択されました。これを受けて、国内でも1997年(平成9年)に

「人権教育のための国連10年※」に関する国内行動計画を策定し、学校教育、社

会教育および企業その他一般社会など、あらゆる場を通じた人権教育を積極的に推

進していくとともに、特に女性、子ども、高齢者、障がい者、同和地区出身者、ア

イヌの人々、外国人、ＨＩＶ※感染者等、刑を終えて出所した人等の人権問題の取

組を重点課題として、様々な施策に取り組むこととされました。 

また、2000年(平成12年)には人権啓発の理念や国、地方公共団体、国民それぞ

れの責務を明らかにするとともに、人権教育および啓発を総合的かつ計画的に推進

していくため「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法）

※」が施行され、同法第5条には「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との

連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を

策定し、及び実施する責務を有する。」と定められました。 

さらに、2016年(平成28年)には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律（障害者差別解消法）※」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）※」、「部落差別の

解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）※」が施行されました。 

本市においては、「世界人権宣言」および「日本国憲法」の精神を踏まえ、「米原市

自治基本条例」に掲げるまちづくりの基本理念の下、人権尊重のまちづくりを進めるた

めに、「米原市人権尊重のまちづくり条例」を2006年(平成18年)に公布しました。そ

して、この条例の具現化を図るため、2008年(平成20年)に「米原市人権尊重のまちづ

くり審議会」を設置し、本審議会での調査審議などを経て、2009年(平成21年)に「米

原市人権施策基本方針(初版)」、2015年(平成27年)に「米原市人権施策基本方針(改訂

版)」を策定して、様々な人権施策を推進してきました。 

しかしながら、同和問題をはじめ、子ども、女性、高齢者、障がい者等に関わる

人権問題が依然として存在するとともに、インターネットによる人権侵害や、犯罪

被害者、性同一性障害者などへの新たな人権問題も発生しています。こうした人権

侵害が行われることなく、一人一人の人権が尊重される社会を実現するため、

2017年(平成29年)に実施した「米原市人権意識調査※」の結果や審議会での議論

を踏まえ、「米原市人権施策基本方針(第２次改訂版)」を策定しました。 

この「米原市人権施策基本方針」は、人権行政の推進に対する本市の基本姿勢を

明らかにするとともに、人権尊重の視点に立った施策を総合的に推進するための指

針として策定したもので、「米原市総合計画」との整合を図りつつ、全ての分野に

渡る基本方針とするものです。また、その具体的施策については分野別の方針・計

画等に委ねることから、これらを策定し、または改訂する際には、この方針との整

合性を図ることとします。 

◆◆本文中でアンダーライン※を付した言葉は、「用語解説（Ｐ  ～）」に説明を掲載しています。◆◆
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１ 人権尊重の基本理念 

 

「人権」とは、私たち一人一人が人間の尊厳に基づいて生まれながらに持ってい

る固有の権利であり、全ての人々が生存と自由を確保し、社会において幸福な生活

を営むために欠かすことのできない大切な権利です。そして、この権利は、全ての

人に平等に保障されなければならないものです。 

人権が社会における基本的な理念として認知されるようになった近代の歴史を

ふりかえれば、その間には様々な発展や変化がありました。 

近年における最も重要な発展として確認しておくべきことは、現在では「国民」

「国家」を越えた人権保障という考え方が、国際的な常識として発展しつつあると

いうことです。今日では、「世界人権宣言」や「国際人権規約」をはじめとする国

際人権文書に示された基準・概念・価値観が、できる限り広く認識されることを目

指すことが「人権教育のための国連10年」の行動計画において「指導原則」の第

一にあげられています。さらに、「人権教育のための世界プログラム※」や「国連・

持続可能な開発のための教育の10年※」等が相次いで策定されてきました。 

我が国でも、1996年(平成8年)の地域改善対策協議会※の意見具申において、

同和問題など様々な人権問題の解決は「国際的責務」とされたように、かつては国

内的課題と意識されてきたものも、国際的意義と責任のあることとされるに至って

います。 

戦後の諸改革を通じて、基本的人権の概念は法制度上、明文化されましたが、実

質的には様々な人権問題が存在するとして、人権保障に関する諸運動が1970年代

から高揚しました。その結果、特に部落解放運動を契機に、多くの自治体で人権尊

重・人権擁護都市宣言などが制定されました。 

本市では、まちづくりの基本理念に「人が元気」を掲げ、市民一人一人の人権が

尊重され、平和を大切にするまちを目指しています。この理念を具体的に実現する

ためには人づくりが重要であり、市民参加と協働のまちづくりを進め、年齢、性別、

国籍、障がいの有無など、人々の様々な個性や違いを超えて、多様な主体が共生で

きる地域社会を実現することが求められます。2006年(平成18年)に公布した「米

原市人権尊重のまちづくり条例」においても、人権尊重のまちづくりに関して、「市

民の権利と役割」、「事業者等の役割」を明らかにするとともに、「市の責務」と

して必要な施策を積極的に推進し、人権尊重のまちづくりを実現していくことを定

めています。 

「人権尊重のまちづくり」を単なるスローガンに終わらせないためには、早くか

ら取り上げられてきた諸課題について、理解や認識を深めるとともに、今まであま

り意識されていなかった課題の発見・確認とその意識の共有化を図る必要がありま

す。 
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２ 人権意識の高揚を図るための施策について 
 
人権尊重のまちづくりの主体は「市民」であることから、人権意識の高揚を図る

諸活動は重要であり、多面的に発展させるべきものです。自分の人権も他人の人権

も共に尊重し、実際に生かすためには、様々な形で学習の機会や必要な情報が提供

されなくてはなりません。これまでの多年にわたって努力されてきた取組をふりか

えり、さらに改善すべきポイントは何かを考えることが大切です。人権問題を直感

的に捉える感性や、日常生活において人権への配慮がその態度や行動に現れるよう

な人権感覚・意識を十分身に付けることができるよう、米原市人権教育推進協議会

※の取組をはじめ、あらゆる場を通じて、人権教育および人権啓発を推進します。 

 

（１）人権教育の推進 

①就学前教育 

■現状と課題 

・保育園や幼稚園では、生きていくために必要な力の基礎を育むことを目的とし、

家庭との連携を大切にしながら、生活リズムや生活習慣、言語力、道徳性や社会

性、自分や友だちを大切にする感性を育む取組などを実践しています。 

・米原市保育の指針に基づき、年齢や個々の発達や発育に応じた保育を実践してい

ます。 

■施策の基本方向 

・乳幼児の健やかな成長、発達を保障できるよう、保育内容の充実や保護者支援を

行います。 

・生活や遊びの中で様々な体験を積み重ねながら発達を促すとともに、社会性・道

徳性を涵養して社会規範や集団生活の基盤の育成に努めます。 

・健やかな体と豊かな心を育て、自ら健康で安全な生活をつくりだす力の育成に努

めます。 

・受容的・応答的な関わりの下で、何かを伝えようとする意欲や身近な大人との信

頼関係を育て、人と関わる力の育成に努めます。 

・子どもたちが身近な環境に興味や好奇心を持って関わり、感じたことや考えたこ

とを表現する力の育成に努めます。 

・一人一人のありのままの姿や文化等の違いを認め、互いに尊重する心の育成に努

めます。 

 

②学校教育 

■現状と課題 

・学校教育においては、授業研究、実践交流などを充実させ、人権問題を正しく理

解するとともに、人権の尊重が日常生活において実践できるよう、発達段階に応

じ組織的・計画的に人権教育に取り組むことが必要です。 
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・同世代の集団における人間関係を経験することができる学校という場は、少子化により

家庭や地域の遊び仲間が少なくなった今日、これまで以上に重要な位置付けとなります。 

・いじめの問題などに見られるように、子どもたちに相手の立場に立った考え方や

人権意識が十分に浸透していない面があります。 

■施策の基本方向 

・他者との出会いを肯定的に捉え、多様な価値観や生き方にふれながら、他者と共

に生きることの意味を実感できることを目指して、学校生活や日常生活での仲間

づくりの取組を推進します。 

・自尊感情の育成に努め、自分の大切さとともに、他人の大切さを認めることがで

きる子どもの育成に努めます。 

・ある課題に取り組み、それをやり遂げた達成感や満足感を味わうことのできる教

育活動を推進するとともに、自分に対する自信、自分の可能性に対する信頼、成就

感などを育む教育に努めます。 

・参加体験型学習を取り入れるなど、意欲的に学習することができる学習機会の提

供に努めるとともに、自然体験活動やボランティア活動などを通じて、発達段階

に応じた豊かな体験の機会の充実を図り、人権を尊重する心と態度を育てます。 

・同和問題を人権教育における重要な課題の一つとして位置付け、これまでの取組

の成果を検証しながら、教材の開発や学習内容・指導方法の改善・充実を図りま

す。 
 

③社会教育 

■現状と課題 

・これまで社会教育施設などを中心に、人権に関する多様な学習機会が提供され、

参加者は様々な人権課題について学びながら、人権が尊重される社会の実現を目

指してきました。しかし参加するのは、もともと人権問題に関心を持つ市民が多

いという傾向がみられます。これまで人権に関する学習機会があまりなかった市

民も参加できるような学習の場の提供が、社会教育の大きな課題となっています。 

・人権に関する学習においては、単に人権問題を知識として学ぶだけではなく、日常

生活において態度や行動に現れるような人権感覚を養うことが求められています。 

■施策の基本方向 

・あらゆる人権課題解決への実践の輪を広げるため、米原市人権教育推進協議会を

市民主体の人権教育・啓発の中心に位置付け、地域に密着した人権教育・啓発活

動を積極的に推進します。 

・生涯学習の振興のための各種施策を通じて、人権に関する学習の一層の充実を図

ります。 
 

④家庭教育 

■現状と課題 

・人権教育は家庭教育から始まります。家庭において生命の大切さや人権を守るこ
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とを親が教えることなど、子どもに豊かな心や人権を尊重する態度を身に付けさ

せることが大切です。 

・家庭や地域は、子どもたちが人格を形成する上で、極めて大きな役割を果たして

います。家庭や地域の人々が偏見や差別の不当性を見極め、公平・公正に行動す

ることを日常生活で子どもたちに示していくことが求められています。 

■施策の基本方向 

・子育てに関する相談体制の整備、親子のふれあいを深めることができる体験活動

等の充実に努めます。 

・家庭や地域の人々が人権尊重の理念について理解を深めるとともに、主体的に学

習することができる機会を提供します。 

 

（２）人権啓発の推進 

①市民啓発 

■現状と課題 

・人権啓発については、より多くの市民が啓発活動に触れることができるよう、国

や県をはじめ、企業や各種団体等と連携し、研修会等の人権啓発活動を継続的に

行っています。 

・市民啓発については、長く行われてきた企画や行事ほどマンネリ化しやすくなる

ことから、素材や進行役の人材を豊かにする努力が必要です。特にハートフル・

フォーラム（地区別懇談会）では、参加者の固定化、参加率の低迷がみられるほ

か、事業内容なども似たパターンを繰り返すという傾向がみられます。 

・市民一人一人が多様な人権課題を「我がこと」として理解し、日常生活の中で自

然に態度や行動で現すことができるよう、参加しやすく効果的な企画や行事を実

施していくことが必要です。 

■施策の基本方向 

・ハートフル・フォーラム（地区別懇談会）については、2017 年度米原市人権意

識調査では認知率が市全体で約 5 割しかありませんでした。内容、方法、テーマ、

日時や場所の設定など企画全般、広報について、関係機関が連携して、これまで

の在り方を点検し、効果的な啓発となるよう努めます。 

・講演会等の啓発活動については、参加体験型の学習形態、感性に訴える映画会や

コンサートを取り入れるなど、創意工夫を行うとともに、広報「まいばら」や市

の公式ウェブサイト等への啓発記事の充実に努めます。 

・人権課題や市民ニーズが多様化、複雑化していることを踏まえ、米原市人権総合

センターを中心に米原市人権教育推進協議会をはじめ関係機関・各種団体等と連

携をしながら、あらゆる人権に関する相談や多彩な内容の研修会の開催に努めま

す。特に米原市人権教育推進協議会は、人権教育を総合的に推進し、あらゆる人

権問題を市民的課題として解決する重要な役割を果たしていることから、活動の

充実に向けてその在り方を検討していきます。 
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★2017年度人権意識調査から 

米原市では、お互いの人権が尊重され、明るく住みよい地域社会を実現するために、

平成 17 年度から「ハートフル・フォーラム」（地区別懇談会）を開催しています。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②企業啓発 

■現状と課題 

・経済活動のグローバル化が進行し、地球環境問題に対する関心が広がる中、ＣＳ

Ｒ※に対する要望の高まりやＩＳＯ２６０００※の発行など、企業や団体等を取

り巻く環境は大きく変化しています。企業は、その企業活動を通じ市民生活と密

接に関わっており、地域社会における社会的責任や社会貢献が求められています。 

■施策の基本方向 

・米原市人権教育推進協議会と連携し、企業の経営者や従業員等が同和問題をはじ

めとするあらゆる人権問題に対する正しい理解と認識を深め、差別のない明るい

職場づくりを推進します。 

・就職の機会均等を確保するため、長浜公共職業安定所などの関係機関・団体と連

携を図り、公正な採用について啓発活動を進めます。 

・市の入札制度において、社内での人権に配慮した取組が、その要件として考慮さ

れ、評価される仕組みを検討していきます。 

 

③行政職員研修 

■現状と課題 

・市職員は、職務上、市民の人権に深く関わる機会が多く、人権問題に関する正し

い知識と豊かな人権感覚が求められています。また、地域のリーダーとして、人

権啓発を推進していく役割が求められています。 

■施策の基本方向 

・行政サービスの根底は、人権尊重と人権擁護であるという理念を全職員にとって

の共通の認識とし、人権を基本にした施策を積極的に推進します。また、これま

での研修内容を総括的に再点検するとともに、体系的に人権研修を位置付け、そ

ア 

認
知
率 

イ 

参
加
率 
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の充実を図ります。 

・単に知識の習得にとどまらず、「参加型学習」の手法を取り入れるなど、より効

果的な人権研修を各職場において実施します。 

 

④啓発教材の活用 

■現状と課題 

・啓発教材は、学習内容に合わせて視聴覚教材やリーフレット等が活用されていま

すが、今後も幅広い人権課題に応えられる啓発教材の作成が求められています。 

■施策の基本方向 

・様々な人権問題について、課題に対応するリーフレットやパネル等の啓発教材を

作成します。 

・知識の習得にとどまらず、感性を高めることができる教材の作成に努め、市の人

権を考えるつどいをはじめ、あらゆる機会を捉えて活用を図ります。 
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3  人権問題における分野ごとの施策について 

(１) 同和問題 

（１）現状と課題 

同和問題は日本固有の人権問題であり、その早期解決を図ることは国ならび地方

自治体の責務であり、国民的課題です。 

1960年(昭和35年)に設置された同和対策審議会は、内閣総理大臣から「同和問

題の解決のための基本方策」について諮問を受け、1965年(昭和40年)に「同和問

題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、その早急な解決

こそ国の責務であり国民的課題である。」と、その後の対策の基本的方向を示す答

申を提出しました。国においては、この答申を受けて、1969年(昭和44年)の「同

和対策事業特別措置法※」制定以降、「地域改善対策特別措置法」、「地域改善対

策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地対財特法）」の制定や改

正を行い、生活環境の改善をはじめ、教育、保健、福祉、就労、啓発等の推進が図

られてきました。その結果、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は大き

く改善されたため、2002年(平成14年)３月の地対財特法の失効に伴い、特別対策

としての同和対策事業は全て終了し、以後は地域の状況や事業の必要性に応じて、

所要の施策が講じられることとなりました。そして、インターネット上での同和地

区の所在地や地区名の書き込みをはじめ、部落差別に関わる事象が後を絶たないこ

とを受けて、2016年(平成28年)12月に「部落差別解消推進法」が施行されまし

た。 

本市においても、住宅や道路整備など生活環境の改善や市民の人権意識の高揚の

ための教育・啓発などの各種事業に積極的に取り組んできました。その結果、同和

地区と他の地域との生活実態面での格差は相当程度解消され、教育・啓発の実施に

より、同和問題に対する認識も一定前進しましたが、不動産取得や結婚において、

同和地区や同和地区出身者に対する忌避意識がみられることがあります。特に、市

民啓発については、2017年度(平成29年度)の人権意識調査において、「同和地区

の人（子ども）とは、付き合っては（遊んでは）いけない」「同和地区の人とは、

結婚してはいけない」「同和地区の人はこわい」などという差別的な内容の発言を、

この5年くらいの間に直接聞いたという人が33.9％にのぼり、その発言に対して、

それを肯定する「そのとおりと思った」という回答が15.2％、その発言に同調す

る可能性のある「そういう見方もあるのかと思った」という回答が44.9％となっ

ており、「反発・疑問を感じたが、相手には何も言わなかった」19.1％、「反発・

疑問を感じ、相手にその気持ちを伝えた」3.5％と、差別的な発言に対して反発・

疑問を感じたという回答が少なく、依然として課題が大きいことがわかります。 

市民が参加したくなるような創意工夫に努め、単に歴史的経緯を理解するだけでは

なく、伝統産業、芸能文化の継承など被差別部落が果たしてきた役割や、教科書無償
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闘争など解放運動の切り開いてきた役割などを正しく伝え、現実に起こっている様々

な差別事件を学習することで、差別を受けている人の痛みを自分の痛みとして捉えるな

ど、差別や偏見を許さない心を育てる教育・啓発の在り方について検討する必要があり

ます。 

 

（２）施策の基本方向 

● 相談体制の充実 

 部落差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図ります。 

● 教育および啓発活動の推進 

同和問題は、日本国憲法に定められた基本的人権が侵害されているという重大な

社会問題であり、これを解決することは行政の責務です。一方で、同和問題を解決

するためには、市民一人一人が同和問題を自らの課題として捉え、意識の高揚を図

るとともに、差別解消に向けた行動へとつなげていくことが大切です。市民一人一

人が主体的に取り組めるような効果的な人権啓発を推進していきます。 

● 部落差別の実態把握 

 部落差別の解消に向けて、インターネットモニタリング事業や関連する調査を行

い、部落差別の実態把握に努めます。 

● 同和教育の推進 

 同和問題に対する正しい理解を図り、部落差別をなくしていくことができる人材

を育成するため、同和教育を人権教育の重要課題として位置付け、学校、家庭、地

域社会と相互の連携を図りつつ、市民の生活環境に応じた適切な教育を推進します。 

● えせ同和行為の排除 

 えせ同和行為※は、同和問題の解決を口実に不法・不当な行為や要求を行うもの

で、同和は怖いという誤った意識を植え付けるものです。えせ同和行為排除のため

に、広報による周知などの啓発に取り組みます。 

 

 ★2017年度人権意識調査から 
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(２) 子どもの人権 

（１）現状と課題 

 国連は、1989年(平成元年)の総会において、子どもの生存、保護、発達、参加

という権利の包括的保障を目指した「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

※」を採択しました。我が国は、人権条約としては最大の締約国数を有するこの条

約を、1994年(平成6年)に一部を留保して批准しました。 

国内においては、次世代を担う子どもの健全育成や福祉の増進を図るため、1947

年(昭和22年)に「児童福祉法※」を制定し、1951年(昭和26年)に制定された「児童

憲章」では「児童は人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境の中で

育てられること」と宣言しています。さらに、1994年(平成6年)には「子育て支援の

ための施策の基本的方向 (エンゼルプラン)」を策定したほか、1997年(平成9年)に

は児童福祉法の大幅な改正を行い、子育てしやすい環境の整備、保育制度の見直し、

児童自立支援施設※の充実を図りました。また、1999年(平成11年)に、少子化対策

の指針としての「少子化対策推進基本方針」、「重点的に推進すべき少子化対策の具

体的実施計画(新エンゼルプラン)」を策定しました。その後、2003年(平成15年)に

は、「次世代育成支援対策推進法」と「少子化社会対策基本法」を施行し、2004年(平

成16年)には、「子ども・子育て応援プラン」が制定されました。 

一方、児童虐待の問題に対応するため、児童に対する虐待の禁止、虐待を受けた

児童の保護のための措置などを定めた「児童虐待の防止等に関する法律児童虐待防

止法）※」が2000年(平成12年)に施行され、2004年(平成16年)に児童虐待の定

義の見直し、各関係機関の責務等を含めた当該法律の改正が行われました。その後

2007年(平成19年)には児童虐待防止法の改正、2019年(令和元年)には児童福祉

法と児童虐待防止法の改正（親による子への体罰の禁止）が行われています。 

また、日本の貧困率の高さは国際的にみても、経済協力開発機構(ＯＥＣＤ)が

2014年（平成26年）にまとめた報告書の中では、加盟国平均値(13.3％)を上回

っており、ひとり親世帯の貧困率においては加盟国36か国中33位と低位であり、

深刻な状況にあります。 

本市においては、2006年(平成18年)3月に「米原市次世代育成支援行動計画(前

期計画)」を策定し、子育ち・子育て支援などを基本視点して、総合的な施策を展

開してきました。また、2010年(平成22年)3月には、「米原市次世代育成支援行

動計画(後期計画)」を策定し、子どもたちが健やかに生まれ育ち、夢を育むことの

できるまちを目指してきました。さらに、2014年(平成26年)３月には「米原市子

ども条例」を制定し、子どもの人権や権利の保障について明記しています。 

しかしながら、子どもたちを取り巻く環境は、少子化や都市化、核家族化などの

進行により、家庭や地域社会における子育て機能の低下と育児に対する負担感の増

大が進み、子どもに対する深刻な人権侵害である児童虐待の増加が続いています。

学校では、心身の発達や人格形成に大きな影響を与えるいじめが依然として深刻な
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問題となっており、近年ではSNSを介したいじめも顕在化してきています。また、

学校において取り組むべき課題として、不登校の問題もあげられます。 

「米原市人権尊重都市宣言」には「私たちは子どもたちに大きな希望を持ち、子

どもたちがすこやかに成長できる人権尊重のまちをつくります」と特記しているよ

うに、子どもの人権は次の時代のまちづくりの担い手としての若い市民の成長に関

わることでもあります。大人たちが、未来を担う子どもたち一人一人の人格を尊重

し、健全に育てていくことの大切さを改めて認識し、地域社会全体で子どもを守り

育む心を涵養し、自らの責任を果たしていくことが求められています。 

 

（２）施策の基本方向 

● 子どもの人権を守るための啓発 

 子どもには、大人と同様に基本的人権が保障されています。子どもを権利の行使

主体として認め、子どもが自らの意見を表明できる機会を提供するとともに、その

思いを社会の中で実現できる啓発活動などに取り組みます。また、そのために必要

な事項を盛り込んだ「米原市子ども条例」を生かしていきます。 

● 就学前保育・教育 

乳幼児期は人格形成の重要な時期であることから、子どもの主体性を大切にする

こと、また子どもが安心して思いや考えを表現し受容してもらえることを基本とし

ながら、乳幼児期にふさわしい遊びを通した体験を積むことができるよう保育実践

を行っていきます。 

特に、かつて同和保育の充実に努めてきたように、人権尊重に根ざした保育の目

標を掲げ、保育園、幼稚園などが一層の連携を図り、人権尊重の精神の芽を育てて

いきます。 

● いじめや虐待防止等への取組の推進 

いじめや虐待等の未然防止のために一層の啓発を実施するとともに、米原市子ど

も家庭支援ネットワークおよび関係機関が連携して早期発見・早期解決のための施

策の充実および自尊感情の高揚を図る取組を強化していきます。 

● 子育て支援サービスの充実 

身近に子育てについて相談できる人がいないことなどから育児不安を感じる人

が増えているため、子育てに関する保護者の不安や負担感を軽減するための支援サ

ービスを充実させ、安心して子育てができる環境づくりに努めます。 

●子どもの相談体制の充実と周知 

不登校、精神的な不安定、気になる行動および発達障がいによる不適応等、不安

や悩みを抱えた保護者や児童生徒への相談体制の充実と相談窓口の周知に努めま

す。 

●子どもの安全を守るネットワークの強化 

年々増加する児童虐待に関する相談の背景には、経済的な問題、社会的孤立の問

題、親の精神疾患、子どもの発達の課題等複数の要因が絡み合っています。虐待の
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早期発見に努め、適切なアセスメントを行い、関係部署と連携し切れ目のない支援

を行っていきます。 

●子どもの貧困対策の推進 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会の実

現に向け、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等

の施策を総合的に推進します。 

 

 

★2017年度人権意識調査から 

 

 

(３) 女性の人権 

（１）現状と課題 

1975年(昭和50年)の「国際婦人年」を契機に、国際的に女性の地位向上に関す

る取組が進められ、1979年(昭和54年)に女性の権利を包括的に保障する「女性に

対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)※」が国連で決

議され、女性の人権尊重の重要性が確認されました。また、1993年(平成5年)の

ウィーン世界人権会議では「女性に対する暴力」が人権問題として位置付けられ、

女性に対する暴力の撤廃に向けての取組が約束され、同年の国連総会では、「女性

に対する暴力の撤廃に関する宣言」が採択されました。一方で、2018年(平成30

年)の各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数では、日本の順位は

149か国中110位となっており、国際的にも男女共同参画社会の実現には遅れを

とっています。 

国内では、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者

の福祉の増進に関する法律(男女雇用機会均等法)※」の制定や、「国籍法」の改正

による国籍取得時の父母両系平等主義の採用など国内法の整備を図り、1985年(昭

和60年)には女性差別撤廃条約を批准しました。その後、1999年(平成11年)に施

行された「男女共同参画社会基本法※」により、男女が互いにその人権を尊重しつ

つ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮すること

のできる男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題
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であると位置付けられました。 

一方、つきまとい等、日常生活における人権を守るために、2000年(平成12年)

に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)※」が施行されま

した。2001年(平成13年)には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律(ＤＶ防止法)※」が施行され、その後の法律改正でＤＶの範囲の拡大や保護

命令の拡充等が図られました。また、「男女雇用機会均等法」は1999年(平成11

年)、2007年(平成19年)、および2017年(平成29年)に改正法が施行され、性別

を理由にした差別の禁止や、事業主に性別、妊娠、出産等に関するハラスメントの

予防措置義務を課すことなどが規定されました。さらに「女性活躍推進法」が2016

年(平成28年)の施行、2019年(令和元年)に改正され、女性が職場でより活躍でき

るよう事業主に行動計画の作成義務を規定するなど、法整備が進められてきました。 

 本市においては、男女を取り巻く現状の問題点の解決を目指し、2007 年(平成

19 年)に「米原市男女共同参画推進計画」を策定しました。また、2007 年度の計

画策定から５年が経過することから、国の第３次男女共同参画基本計画や滋賀県男

女共同参画計画(新パートナーしがプラン)の施策の動向を踏まえ、この間の少子高

齢化など社会情勢の変化に対応する内容とするため、米原市男女共同参画懇話会等

での議論を重ねながら、2012 年(平成 24 年)３月には、第２次米原市男女共同参

画推進計画を策定しました。 

 法律や制度上は、女性の人権を守る様々な取組が行われていますが、現実には、

雇用における男女差別や女性の育児・介護負担、ドメスティック・バイオレンス(Ｄ

Ｖ) 、母子世帯の高い貧困率などの問題をはじめ、職場におけるセクシュアル・ハ

ラスメントやマタニティ・ハラスメントなど、女性の人権に関する様々な問題が存

在しています。 

男女が自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を担い、個性

と能力を発揮することのできる社会を実現することが求められています。 

 

（２）施策の基本方向 

● 男女平等の意識づくり 

「男は仕事、女は家庭」などといった、社会に根強く残っている男女の固定的な

性別役割分担意識※を是正し、家庭、職場、地域などでの制度や見直しを進めるた

めの教育と啓発活動を充実します。 

● 男女平等のための教育・学習 

 学校においては学校教育を通じて、また地域社会においては人権学習を通じて、

男女平等、男女の相互協力・理解に関する教育を推進し、PTA活動の中で親子が共

に考える機会などの提供に努めます。 

● 男女平等の社会づくり 

 女性が様々な分野において、政策・方針決定の場へ参画し、女性の意見や考え方

を反映させていくことができるように支援します。そのために、女性人材バンク「な
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でしこネット※」を活用し、市の審議会委員など、市の政策・方針を決定する過程

へ女性を登用するとともに、自治会の役員についても女性の参画への理解が得られ

るよう努めます。 

● 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 様々な機会を捉えて、DVやセクハラ、ストーカー、性犯罪など女性に対するあ

らゆる暴力を根絶するための教育と啓発活動を推進します。また、各種広報媒体を

活用し、相談窓口や支援制度についての周知を進めます。 

● 相談体制の充実と周知 

 女性の人権を守るため、ＤＶやセクハラ、家庭や職場での様々な悩みについて米

原市男女共同参画センターをはじめ関係機関での相談体制を充実させ、その実施に

ついて周知を行います。また、内容に応じて各機関と連携をとり包括的な支援や専

門機関につなげるなど適切な対策をとります。 

● ワーク・ライフ・バランスの推進 

 子育て支援や男女共同参画の推進、市内事業者への啓発などの取組をとおして、

ワーク・ライフ・バランスを推進します。個人や地域など社会全体で持続可能な取

組を実現できるように努めます。 

 

 

★2017年度人権意識調査から 

 
 

(４) 高齢者の人権 

（１）現状と課題 

国連は、1982年(昭和57年)に「高齢化に関する世界会議」を開催し、高齢化対

策の指針となる「高齢化に関する国際行動計画」を採択しました。また、1991年

(平成3年)の総会では「高齢者のための国連原則」を採択し、高齢者の「自立」「参

加」「ケア」「自己実現」「尊厳」の５原則が掲げられました。さらに1999年(平

成11年)を「国際高齢者年」と定め、５原則に向けての取組が強化されました。 

国内では、平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景とした社会の高齢化が急速
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に進む中、「高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)」や「新ゴールドプ

ラン」を策定しました。また、1995年(平成7年)には「高齢社会対策基本法※」

が制定され、高齢社会対策の基本理念や総合的な施策の基本的方向が示されました。

また、1998年(平成10年)には「介護保険法」が成立し、2000年(平成12年)から

は介護を社会全体で支える仕組みとして「介護保険制度」が始まりました。同時期

からは民法の一部改正により、新しい「成年後見制度」も始まり、認知症※高齢者

等で判断能力の不十分な人の権利擁護に関わる取組が進んでいます。 

さらに、2006年(平成18年)には、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務や虐

待を受けた高齢者に対する保護のための措置、高齢者の養護者の負担軽減を図るた

めの措置等を定めた「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律(高齢者虐待防止法)※」が施行されました。 

本市においては、これまで高齢者、障がい者、子ども等の福祉の各分野における

共通事項を横断的に網羅した上位計画としての「まいばら福祉のまちづくり計画

（米原市地域福祉計画・米原市地域福祉活動計画）」や「いきいき高齢者プランま

いばら（介護保険事業計画・高齢者福祉計画）」を策定し、高齢者が安心して高齢

期を過ごせるまちづくりの指針を定め、適宜見直しを行いながら、高齢者保健福祉

施策を総合的・計画的に推進してきました。また、2010年(平成22年)には高齢者

虐待防止ネットワーク会議を設置し、高齢者の虐待防止や早期発見等に取り組んで

います。さらに、成年後見サポートセンターの在り方等を検討するなど、成年後見

制度の普及、利用促進に向けた取組を進めています。 

国勢調査によると、本市の65歳以上の高齢者人口は、1975年(昭和50年)から

2015年（平成27年）の40年間に6,298人、142.9％増加し、約2.4倍となって

います。同期間における総人口の1.4％減と比較すると、高齢者人口の増加が急激

であることがわかります。 

こうした状況の中、「老老介護の時代」といわれるように介護者自身が65歳以上

であるという家庭が増えています。また、高齢者というだけで一律に社会的弱者と

判断されたり、年齢制限等により働く場が十分確保されていない状況があります。

さらに、高齢者への身体的虐待や介護放棄をはじめ、高齢者に対する悪質な訪問販

売、財産面での権利侵害なども懸念されています。高齢者の就労支援や住民が主体

となった居場所づくりを進めるとともに、高齢者が地域で自立した生活を営めるよ

う、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供される地域包

括支援システムを強化し、充実させていくことが求められています。 

 

（２）施策の基本方向 

● 安心ネットワークの構築 

市全体や地域が一体となり、行政、福祉関係団体、地域などの多様な主体が、そ

れぞれの役割を担いながら、高齢者の安心ネットワークを構築します。 

● 認知症高齢者対策の充実 
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 認知症の正しい理解を啓発し、地域での見守り体制を推進するとともに、認知症

予防の知識の普及と、実践できる環境づくりを推進します。また、医療、介護、福

祉の連携を強化し、早期発見と早期対応の体制整備や相談窓口の充実を図ります。 

● 地域包括ケア対策の充実 

 在宅介護サービスの基盤整備と関係機関との連携を推進するとともに、地域の介

護力を高めるために、人材の育成を図ります。 

● 高齢者の生きがい活動・社会参加の促進 

 高齢者が住み慣れた地域でその人らしくいきいきと暮らしていくために、生きが

いを持てる場づくりや社会参加の場の拡充に努めます。 

● だれもが暮らしやすいまちづくり 

 高齢者の権利に関わる問題解決のための支援、ユニバーサルデザイン※のまちづ

くりなど、高齢者の生活環境に関わる幅広い分野の支援に努めます。 

※本文中の表記には「第７期介護保険事業計画・高齢者福祉計画」を一部引用しています。 

 

★2017年度人権意識調査から 

 

 

(５) 障がい者の人権 

（１）現状と課題 

国連は、障がい者の「完全参加と平等」をテーマに、1981(昭和56年)を「国際

障害者年」と定めるとともに、翌年の総会では、1983年(昭和58年)から1992年

(平成4年)までの10 年間を「障害者のための国連10 年」としました。 

国内では、1970年(昭和45年)に、「心身障害者対策基本法」が定められ、その

一部を改正して1993年(平成5年)に「障害者基本法※」が制定されました。この

改正の基本にはノーマライゼーション※の思想があり、全ての障がい者は、「尊厳

が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」とともに「社

会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機

会を与えられる」と規定しました。その後、障がい者の社会参加を推進するために

様々な法令整備が行われた後、2011年(平成23年)には障害者基本法の一部を改正
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し、その第４条において障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を禁止しました。 

また、2013年(平成25年)に施行された障害者総合支援法は、障がいのある人や

難病患者等の地域社会における共生の実現に向けて、日常生活および社会生活を総

合的に支援するものです。さらに、国連の「障害者の権利に関する条約」の趣旨を

踏まえ、2016年(平成28年)４月には「障害者差別解消法」を施行しました。障害

者差別解消法は、国、地方公共団体、国民がそれぞれ、福祉、人権、雇用、教育、

施設整備その他広い分野において、障がいを理由とした差別を解消するため、必要

かつ合理的な配慮を行うことを定めています。差別の解消を推進し、それにより全

ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するこ

とを目的としています。 

滋賀県では、全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「滋賀県障害者差

別のない共生社会づくり条例」が平成31年４月1日から施行されました。 

以前は、障がいのある人が日常生活で様々な困難を抱えざるを得ないのは、その

人の心身の機能不全によるものと考え、日常生活における困難を障がいのある人個

人の問題とみなす傾向がありました(医学モデル)。しかし近年は、日常生活におい

て障がいのある人が困難を感じるのは、街のつくり、慣習や制度、文化、人々の考

えなど、社会のあり方がバリアを作っていることによるもので、そうしたバリアを

除くのは、社会の責務であると捉えられるようになってきました(社会モデル)。つ

まり日常生活上の困難(障がい)は、社会のあり方がもたらしているのです。 

本市では、このような社会モデルの視点から、2007年(平成19年)3月に第1期

米原市障がい者計画を策定しました。さらに2012年(平成24年)3月には、第1期

米原市障がい者計画と第２期米原市障がい福祉計画の2つの計画を見直して、平成

29年度を目標年度とする第2期米原市障がい者計画を策定し、障がい者が、ユニバ

ーサルデザイン※の考えに基づき、自らの意思で自由に外出し移動することができ

るように、様々なバリア（障壁）を解消するとともに、誰もが住みよいまちづくり

を推進しています。 

2019年(平成31年)4月１日現在、本市で障害者手帳を所持している人の総数は、

2,229人となっており、全体的に増加傾向が見られます。特に身体障がいのある人、

精神障がいのある人ともに高齢者が高くなっており、認知症高齢者の増加、疾病に

よる内部障がいの増加など、高齢化の進展と関連しています。一方で人数は少なく

とも、さらに充実が求められる発達障がい者施策など、早期療育、特別支援教育、

就労支援などは重要な課題です。 

法律や制度上での障がい者雇用や社会生活の利便性を目指した取組は進んでい

ますが、障がい者に対する誤解や偏見も依然として存在しています。障がい者が持

つ「障がい」は、人間が持つさまざまな違いの一つであり、その違いを理解し、尊

重し合える社会、そして、障がい者が市民として地域で孤立することなく、安全で

安心な日常生活と充実した社会生活を送ることができる社会を実現していくこと
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（インクルージョン※）が求められています。 

 

（２）施策の基本方向 

● 障がいと障がいのある人への理解促進 

 障がいの特性についてや、障がいのある人に対する正しい理解の促進を図るとと

もに、ノーマライゼーション理念、障がい者制度改正の考え方などについて啓発に

努めます。 

● 社会参加の支援と雇用・就業の促進 

 乳幼児期からそれぞれの発達に応じた一貫した支援・教育に努めるとともに、障

がいのある人が一人でも多く、スポーツや文化芸術活動等に参加できるよう、参加

機会の拡充、参加促進のための配慮・支援を行います。また、関係機関との連携を

図り、一般就労の場の拡大と個々に応じた多様な就業機会が確保されるよう支援し

ます。 

● 保健・医療と生活支援の充実 

 障がいの原因となる疾病の予防、早期発見・早期治療の観点から保健事業の一層

の充実を図るとともに、安心して受診できる医療の実施体制の充実に努めます。ま

た、訪問系サービスの充実、日中活動の場の確保、グループホームなど生活の場の

確保に努めるとともに、障がいのある人の権利擁護のために必要な援助を行います。 

● 安心して暮らせるまちづくり 

 誰もが暮らしやすいユニバーサルデザインのまちづくりを推進するとともに、地

域の防犯・防災のネットワークを築き、障がいのある人が安心して暮らせる環境づ

くりを進めます。また、障がいのある人やその家族に必要な情報が届き、社会参加

や適切なサービスの利用が図られるよう情報提供の充実に努めます。 

● 相談体制の充実と周知 

障がいのある人が住みなれた家族や地域で自立した暮らしができるよう、相談支

援を充実するとともに、各種制度等の周知を図ります。 

●人権教育・人権啓発の充実 

 ノーマライゼーションやインクルージョンといった理念に対する理解を促進し

ていくとともに、障がい者に対する偏見や差別をなくしていくために、人権教育・

人権啓発に取り組みます。 

※本文中の表記には「第３期米原市障がい者計画」を一部引用しています。 
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★2017年度人権意識調査から 

 

 

 

 

 

 

(６) 外国人の人権 

（１）現状と課題 

 我が国における外国人問題は、オールドカマー※といわれる旧植民地出身者、中

でも在日韓国・朝鮮人に対する社会保障や参政権の付与などの処理問題が中心でし

たが、1948 年(昭和 23 年)に国際的な人権の普遍性について宣言した「世界人権

宣言」が採択されたことを受け、1979 年(昭和 54 年)「国際人権規約」を批准し

ました。さらに、1981 年(昭和 56 年)の「難民の地位に関する条約」や 1982

年(昭和 57 年)の「難民の地位に関する議定書」の締結を契機として、外国人法制

について見直しが進められ、外国人への社会保障サービスの提供や、在日韓国人な

ど特別永住資格者への指紋押捺義務の免除などを内容とした「外国人登録法※」の

改正が行われました。 

 1980 年代以降は、労働力不足を背景に多くの外国人労働者が日本の労働市場に

流入し、不法就労問題など新たな問題が発生しました。こうした事態を受けて政府

は 1990 年(平成 2 年)に「出入国管理及び難民認定法(入管法)※」を改正し、ニュ

ーカマー※と呼ばれる多数の南米日系人等の優先的入国・在留を認めることとしま

したが、一方で生活保護の対象者や国民健康保険の加入条件など、在留資格の有無

で権利の享受に明確な差異が設けられるようになりました。 

 ヒト・モノ・カネが国境を越えて行き交うボーダレス経済の進展や文化などの国

際化の進展に伴って、我が国で生活する外国人は年々増加しています。国際化時代

といわれて久しい今日、外国籍市民の滞在の長期化や定住化に伴い、日常生活の中

で、外国人と地域社会とのかかわりが深くなり、外国人との交流などが活性化して

いる一方で、言語や生活慣習等の違いから、就労に際しての差別やアパートなどへ

の入居拒否等の様々な人権問題が生じています。このため、外国籍市民に対する差

別や偏見の解消に努め、相互理解を進めながら、異なった文化や価値観を持った

人々と共に生きる「多文化共生社会」を実現することが求められています。 

また、特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われる事例等の発生



 

 - 19 -

を踏まえて、2016 年(平成 28 年)６月、「ヘイトスピーチ解消法」が施行されま

した。さらに、2018 年(平成 30 年)12 月には、「出入国管理及び難民認定及び法

務省設置法の一部を改正する法律」が成立しました。そのため、今後、米原市でも

外国籍市民が増加することが予想されます。こうした外国籍市民の増加に対応した

施策の充実が求められます。 

 本市の外国籍市民の人口は、2019 年(令和元年)８月末現在 561 人で、本市人

口の約 1.4％を占めています。 

 本市では、市内に居住している外国籍市民に対する本市の人権保障の取組は、

2008年度(平成20年度)における「米原市外国籍市民インタビュー調査」で、よう

やく第一歩を踏み出すこととなりました。この調査では、外国籍市民の置かれてい

る現状を把握し、日常生活で直面している課題抽出などに努めました。また、平成

21年度以降は公共施設への多言語表示板の設置などを行ったほか、2009年(平成

21年)11月からは国の緊急雇用対策事業を利用して、各庁舎に外国語通訳を配置す

るなど、行政サービスの向上などに努めてきました。さらに、県下13市において

米原市にだけ国際（交流）協会がない現状の中、2011年(平成23年)７月に「米原

市多文化共生協会」が設立され、2015年(平成27年)10月からはＮＰＯ法人とし

て、日本語教室の開催や各種の交流事業など日本人市民と外国籍市民との交流が活

発に行われています。 

 国籍や民族の違いを超え、互いの文化的差異や多様性を認め合い、対等な関係を

築きながら、地域社会の構成員として共に生きていく多文化共生のまちづくりを推

進していく必要があります。 

 

（２）施策の基本方向 

● 外国籍市民への生活支援 

 日常生活の上で不可欠な福祉、保健、医療、労働、教育等の行政サービスの充実

に努めるともに、関係機関との連携を図りながら、多言語による相談体制の充実に

努めます。さらに、日本語教室等への参加を促し継続的に開催するなど、コミュニ

ケーションの手段である日本語を学習する機会の充実を図ります。 

● ボランティア等の育成 

地域で生活する外国籍市民が地域社会の一員として受け入れられ、日常生活で不

便や困難を生じることがなく安心して生活できる、暮らしやすいまちづくりを進め

るため、外国籍市民を支援するボランティアの育成に努めます。 

● 多文化共生意識の醸成 

学校等での人権教育や、広報等の啓発活動を通して、異なる文化や価値観の違い

を認め、お互いの人権を尊重し合う市民意識の醸成を図るとともに、多文化共生社

会への理解を深めるための機会の拡充を図ります。また、歴史的経緯からやむを得

ず日本に在住しなければならなかったオールドカマーに対する差別や偏見の解消

についても、さらに啓発を進めます。 



 

 - 20 -

● 災害時の情報提供 

 災害時における情報提供について、外国籍市民に向けた発信ができるような体制

やツールについての検討を進めます。また、緊急時にはやさしい日本語での情報発

信を行い、広く情報が理解できるよう努めます。 

● 避難所での支援 

 避難所において外国籍市民が必要な支援を受けられるよう、やさしい日本語の普

及に努め、外国籍避難者が取り残されない体制作りに努めます。 

● 外国籍市民の子どもの教育の充実 

 日本人の子どもと同様の教育を受けることができるよう、教育環境の整備や配慮

に努めるとともに、日本語の習得に対する支援を進めていきます。 

 

★2017年度人権意識調査から 
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(７) 生活困難者の人権 

（１）現状と課題 

経済のグローバル化や少子高齢化が進展する中で戦後の日本国憲法に基づいて取

り組まれてきた社会福祉や労働に関する法律や制度が大きく見直されてきました。

特に1986年(昭和61年)から施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（労働者派遣法）※」が制定されて以

降、派遣労働という不安定労働者が急速に増大しました。派遣労働者の問題がクロ

ーズアップされたのは2008年(平成20年)のリーマンショック※による世界的な

経済不況の中で発生した大量の「派遣切り」問題で、派遣労働者が契約途中で契約

を打ち切られ解雇されました。それ以降も派遣労働者は増え続け派遣労働などの非

正規雇用労働者は、2012年(平成24年)の就業構造基本調査では2,000万人を突破

し、全労働者の38.2%を占めています。これは、1985年(昭和60年)と比較する

と2倍で、特に15歳から34歳までの若い世代の非正規労働者は50％を超えていま

す。また、これらの非正規労働者の年収は200万円以下という極めて低賃金で、こ

のような非正規労働者は不況になれば真っ先に解雇されます。その多くは雇用保険

制度などの公的保険制度に未加入の人が多く、失業と同時に生活困窮者に陥る現状

があり今日の大きな社会問題にもなっています。 

こうした中、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活の維

持が困難になった者に対し、自立相談支援事業の実施をはじめ、住居確保給付金の

支給、その他の支援を行うための所要の措置を講ずることとした生活困窮者自立支

援法※が成立し、2015年(平成27年)4月１日から施行されることとなりました。 

本市においても、高齢化の進展に伴い高齢者世帯が増加する中、失業を理由に生

活保護を開始する生活保護受給世帯も増加しています。これらの世帯については、

新たな職を見つけることが難しいために、受給期間が長期化したり、自立意欲の低

下傾向などが見られることもあります。特に、生活困窮者の場合、教育、生活保護、

仕事、医療、年金など様々な問題が複雑に絡み合って本人自身も何が問題なのか分か

らなくなっている場合が多くあり、結果的に相談に行かないまま問題をより深刻化さ

せてしまうケースもあります。市民の安心な暮らしを保障するために、生活保護制度

の運用だけではなく、その前の段階で包括的な相談支援体制の構築を図り、福祉施策

と雇用施策が相まって、自立を支援していくことが求められます。 

 

（２）施策の基本方向 

● 生活保護受給者の自立支援 

 生活保護については、最低限の生活を保障するセーフティーネットとして機能を

果たすよう努めるとともに、生活保護受給者に対しては、身体的・精神的状況を把

握した上で、自立阻害要因の分析を行い、自立が助長できように努めます。 

● 生活困窮者の自立支援 
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生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化し、相談者の課題解決に向けて、関

係機関・団体の職員等も参画した支援方策検討会議を設置するなど、生活困窮者対

策に総合的に取り組み、生活困窮者の自立支援に努めます。 

● 生活困窮者の自立支援に向けた庁内外の相談体制の確立 

庁内に各課との連携を図るための連絡調整会議を設置するとともに、市社会福祉協

議会、地域包括支援センター、民生委員などとの日常的な連携を図るための連絡会議

を設置します。 

● 生活困窮者の自立支援に向けた庁内外の相談体制の構築 

庁内外との連携を図るため、市社会福祉協議会、人権総合センター、地域包括支援

センター、民生委員などとの日常的な連携を構築します。 

 

(８) その他様々な人権 

（１）現状と課題 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第１条では「社会的身分、門地、

人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害」という表現があります。

ここにあげられているものは、今日の人権問題や人権侵害が多様であることを示し

ています。 

近年問題にされている例としては、特定の疾病を持つ人々、セクシュアル・マイ

ノリティ※（同性愛者やトランスジェンダー※など）、刑余者、一部の職業（３K

労働※等）に就く人々に対する偏見や差別があります。さらには、犯罪被害者とそ

の家族、インターネットによる人権侵害などをはじめ、福島原発事故避難者の人権

問題や職場等における多様なハラスメントなど、新たな人権課題も生じています。 

 様々な病気について、正しい知識と理解が十分に普及しないため、病気に対する

偏見や誤解により病気に関わる人が人権侵害を受ける現状があります。ＨＩＶ感染

症は、進行性の免疫機能障害を特徴とする疾患であり、これまで国内外で総合的な

対策が進められてきましたが、エイズ患者やＨＩＶ感染者に対する正しい知識や理

解の不足から、多くの偏見や差別意識を生み、医療現場における診療拒否や無断検

査のほか、就職拒否や職場解雇、アパートへの入居拒否など社会生活のさまざまな

場面で人権問題が生じています。 

 また、犯罪被害者とその家族は、事件の直接的な被害だけではなく、風評による

人権侵害や一部マスメディアの報道によるプライバシー侵害・名誉毀損、過剰な取

材による平穏な生活の侵害等の二次的被害の問題があり、捜査活動や裁判に伴い精

神的・経済的負担にも苦しんでいます。 

さらに、情報通信技術の進展により、インターネットは有益で利便性の高いメデ

ィアとして多くの人に利用されていますが、匿名性を利用して誹謗中傷、差別など

有害な情報発信や深刻な人権問題も多数発生しています。またスマートフォンの急

増で、ネット依存が深刻化する中、ネット上の人間関係を優先し現実の人間関係の



 

 - 23 -

遮断、ネットいじめなどの事例も発生しています。 

一方で、現代の情報化社会においては、当人の意思とは無関係に個人情報が処理

されるなど、自己に関する情報をコントロールする権利が侵害される恐れも高まっ

ています。司法書士等有資格者による利益を目的とした戸籍や住民票の不正取得事

件など、個人情報をめぐる不正問題も明るみになっています。 

このように、これまでの人権尊重の取組や社会情勢の変化などから、新たに認識

が高まった人権課題など一層の取組が必要な人権課題も多くあります。また、今後

もこれまでに想定できていなかった人権問題が、その当事者の訴えにより顕在化し

てくることも予想されます。様々な少数者の人権問題は特定の人たちの問題である

だけではなく、全ての人の問題でもあります。少数者の人権が守られていない社会

では、多数者の人権も十分には守られないものです。 

 

（２）施策の基本方向 

● ＨＩＶ感染者の人権 

 ＨＩＶ感染症に対する正しい知識と理解は、いまだ十分な状況とはいえません。

本市においても、感染者・患者が病気を理由に不当な差別を受けることなく、人権

とプライバシーが守られ、地域社会の中で生き生きと生活できるよう、教育と啓発

を推進します。 

● セクシュアル・マイノリティ※の人権 

セクシュアル・マイノリティに対しては、さまざまな誤解や偏見が根強く存在し

ます。そのため、セクシュアル・マイノリティであることをカミングアウト（公表）

できず、学校や職場、家庭などで孤立する人たちがいます。とりわけ、自分がセク

シュアル・マイノリティであると気づいた小中学生は、正しい知識や情報を持たず、

だれにも相談できないまま、一人で悩み続けるというケースが非常に多いと考えら

れます。セクシュアル・マイノリティが日常生活において様々な困難や不利益に直

面している現状を人権問題と捉え、セクシュアル・マイノリティに関する正しい理

解を深め、誤解や偏見をなくしていく教育や啓発を推進します。 

● 刑余者の人権 

 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、就職や居住の確

保の困難等、社会復帰を目指すには、厳しい現状があります。本市では今後も、刑

を終えて出所した人やその家族などが不当な差別を受けることなく、人権とプライ

バシーが守られ、地域社会の一員として受け入れられるよう、啓発を推進します。 

● インターネット等による人権侵害 

 高度情報化の急速な進展に伴い、インターネットや電子メールなどによる他人へ

の誹謗中傷など個人や集団にとって有害な情報が流れ、インターネット上に掲載さ

れるなど、人権に関わる問題が増加しています。市民に対して、インターネット等

の利用上のルールやマナーなどについて、広報や市のホームページなどを通じて、

啓発を行います。 
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● 災害と人権 

 2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災およびこれに伴う福島第

一原子力発電所の事故は、放射能汚染による風評被害や被災者への差別的発言など、

大規模な災害がもたらす「人権侵害」について検証するきっかけとなりました。本

市では、災害時においても人権が守られ、安心した生活が送れるよう人権に配慮し

た啓発を推進します。また、災害時には、人権に配慮した相談、支援、情報伝達な

どの体制構築に努めます。 

● 個人のプライバシーの保護 

米原市個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適正な取扱いに努め、個人のプ

ライバシーが守られる社会の実現を推進するとともに、住民票の写し等の第三者交

付に係る本人通知制度※により、住民票や戸籍謄本などの不正請求を抑止し、不正

取得による個人の権利の侵害の防止を図ります。 

● 犯罪被害者とその家族の人権 

 犯罪被害者とその家族は、犯罪行為による直接的な被害だけではなく、マスメデ

ィアの報道やインターネット上の書き込みなどによるプライバシーの侵害や名誉

棄損等、二次的被害も深刻です。こうした状況を踏まえ、2004年(平成16年)に「犯

罪被害者基本法」が施行されましたが、犯罪被害者等に対する支援体制は十分とは

いえません。二次的被害を無くしていくためにも、犯罪被害者等が抱える問題が人

権に関わる問題であることを理解する啓発を進めていきます。 

● ハンセン病元患者※の人権 

 2001年(平成13年)、「らい予防法」による隔離政策は人権侵害であったと、国

は法的責任を認めました。そして2008年(平成20年)に「ハンセン病問題の解決の

促進に関する法律（ハンセン病問題基本法）」が制定されました。ハンセン病に対

する差別や偏見をなくすためには、この病気について正しい理解を持つことが重要

です。ハンセン病元患者に対する差別意識や偏見を解消するための教育・啓発を進

めます。 

● アイヌの人々の人権 

 1997年(平成9年)に「アイヌ文化振興法」が制定され、2008年(平成20年)に

は「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が衆参両院で採択されました。

そして2019年(令和元年)には「アイヌ施策推進法」が施行されました。アイヌの

人々の民族としての歴史や文化、伝統についての認識と理解を深め、アイヌの人々

の現状を人権問題として捉え、理解する教育・啓発を進めていきます。 

● 職場等における多様なハラスメント 

 1989年(平成元年)にセクシュアル・ハラスメントという言葉が日本に入ってく

ると、その被害を訴える女性たちが多数あらわれました。これは、それまでにセク

シュアル・ハラスメントが日本になかったわけではなく、セクシュアル・ハラスメ

ントの被害を個人的な不運だとみなし、甘受していた女性たちがセクシュアル・ハ

ラスメントという言葉の登場によって、自分が受けている被害が職場全体の問題で
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あり、社会の問題であることが見えてきたのです。そして21世紀に入ると、性別

役割を強制したり、「男らしくない」「女らしくない」と非難するジェンダー・ハ

ラスメント、職場における権力関係を背景に上司などがその権力を濫用するパワ

ー・ハラスメント、妊娠した女性が職場で非難されたり配慮に欠けた扱いを受ける

マタニティ・ハラスメントなど、多様なハラスメントの被害が顕在化してきました。

またマタニティ・ハラスメントを除く、上記のハラスメントは、学校における教師

と児童・生徒のあいだでも生じることがあります。 

 こうしたハラスメントは被害者の人格を傷つける人権侵害であることが広く理

解されるよう、教育・啓発を進めていきます。そして企業に対しては、訪問や啓発

チラシの配付等を通じて情報提供や啓発を行います。また同時に、相談体制の充実

と周知に努めます。 

● 求職者の人権 

新規高卒者に対する就職差別を撤廃するために、1970年から始まった、求職者

の情報を必要最低限にとどめる「統一応募書類」の取り組みなどにより、1973年

(昭和48年)、当時の労働省と文部省は、全国高校統一応募書類の仕様についての通

達を出しました。このような動きは、公正採用選考が企業の社会的責任であるとい

う現在の社会的認識につながったといえます。しかし、大学生の新規採用において

は、エントリーシートによる応募が一般化し、そのなかには、かつての「社用紙」

に見られたような、求職者の能力・適正とはまったく関係のない事項の記入を求め

るものがあり、その不透明さが問題となっています。 

そのため、労働関係法令の遵守と公正採用選考の徹底に向けた啓発を行うととも

に、その他さまざまな労働問題に関する学習を推進します。 

● 新たな人権問題の特質や状況に応じた施策の検討 

上記のほか、社会情勢の変化などにより新たに生じる人権問題については、それ

ぞれの問題の性質や状況に応じて、その解決に向けた施策の検討を進めます。 

 

 

４ その他人権施策を推進するために必要なこと 

 

（１）推進体制の充実 

①市の推進体制 

■現状と課題 

・人権施策の推進に当たっては、関係部局相互の連携の下、総合的かつ効果的な体

制が求められます。 

■施策の基本方向 

・本方針を実効性あるものにするため、全庁的な推進組織である「米原市人権尊重

のまちづくり推進本部」を中心に、人権施策の総合的かつ効果的な推進に努めま
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す。 

・人権総合センターは、あらゆる人権課題の解決のための各種事業を総合的に推進

するための拠点として積極的な活用を図ります。 

②関係機関との連携 

■現状と課題 

・人権施策の推進に当たっては、国や県、市がそれぞれの立場から様々な取組を行

っており、人権尊重のまちづくりを進めていくためには、相互の緊密な連携の下、

協力体制を強化した幅広い取組が必要です。 

■施策の基本方向 

・人権施策をより効果的に推進する必要があることから、国や県、近隣市などの行

政機関と密接な連携を図りながら、相互に協力します。 

 

（２）人権擁護の推進 

①相談窓口の充実 

■現状と課題 

・14年連続で全国での自殺者が3万人を超え、うつ病などの精神疾患患者数も増加

するなど、今日的な社会経済状況の中で、人々が孤立化を深めています。 

・市民意識調査においても、差別や人権侵害を受けたときに、過半数が「黙ってが

まんした」と答え、公共機関等への相談は少ない結果となりました。 

・女性、子ども、高齢者など、それぞれの所管課や機関などを窓口として、分野ご

とに専門的な対応が行われていますが、今日、相談内容が複雑多様化し、分野が

複合的に絡み合って支援が困難な事例が増加しています。 

■施策の基本方向 

・人と人とのつながりが薄れ、相談相手が少ない状況にあることや、相談は救済に

向けた取組の入口でもあるため、相談窓口の充実と周知に努めます。 

・分野が複合的に絡み合う相談については、各種の連絡協議会等を設けるなど、窓

口が相互に連携して、課題解決が図れるよう努めます。 

 

②人権侵害に対する救済 

■現状と課題 

・インターネットによる差別記載やDV、子どもに対する虐待など、依然として深

刻な人権侵害事象が続いています。早期発見・早期解決に向けて、地域や関係機

関・団体等との連携が不可欠です。 

■施策の基本方向 

・個別の人権侵害に適切に対応するため、「同和問題に係る差別事象・事件への初

期対応マニュアル」をはじめ、各分野における対応マニュアルを点検し、関係機

関等との連携を密にし、課題に対応する体制の充実を図ります。 

・法務局や長浜人権擁護委員協議会等の国の機関や滋賀県人権センターなど関係機
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関との連携・協力を強化し、問題の解決へとつなげていきます。 

・人権救済制度の在り方に係る人権擁護推進審議会の答申の趣旨を十分に踏まえ、

人権侵害による被害者救済の対応充実と強化に積極的に取り組みます。 

 

（３）推進計画の策定および基本方針の見直し 

■現状と課題 

・本方針により、より実効性のある人権施策の推進が求められます。 

■施策の基本方向 

・今後の人権問題をめぐる状況や国および県における人権に関する施策の実施状況、

社会情勢の変化、さらには、本市の人権施策の推進状況等を十分勘案した上で、基

本方針の見直しを行います。また、全ての人権分野における実態把握（実態調査）

の実施に努めるとともに、施策の具体的な実施を示した推進計画の策定に努めます。 
 

★201７年度人権意識調査から 

あなたは、ここ５年くらいの間に自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。 

 ●よくある（2.9％） ●ときどきある（14.0%） ●ほとんどない（37.4％） 

●まったくない（30.3%） ●不明・無回答（15.4%） 
 
問３で「よくある」、「ときどきある」を選んだ方にお聞きします。人権侵害を受け

たとき、どうされましたか。 
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用 語 解 説 

 

 

ＩＳＯ26000 

2010年(平成22年)11月にISOより発行された「社会的責任に関する手引き」のこと。ISO

の他の標準規格が認証機関による認証を受けることを前提としているのに対し、この

ISO26000は認証を求めておらず、ガイドラインとして位置付けられているのが大きな特徴 

 

ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス） 

ＨＩＶは感染力の弱いウイルスであり、ＨＩＶ感染者の唾液や汗、尿を介しては感染しない

が、血液、精液、膣分泌液、母乳が体内に侵入することにより感染する。ＨＩＶ感染による免

疫力の低下は緩慢に進行し、いわゆるエイズ（後天性免疫不全症候群）の発症までには１０年

以上かかるといわれている。近年、医学の進歩によりエイズの発症を遅らせたりする治療法が

確立されている。 

 

えせ同和行為 

「同和問題はこわい、避けたほうがよい」という誤った意識がなお根強く残っていることに

乗じ、あたかも同和問題の解決に努力しているかのように装い、同和問題を口実にして利権を

得るための不当な要求、不法な行為をいい、高額書籍の購入要求の事例が特に多く見られる。 

 

あ 行 
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ＮＰＯ（民間非営利組織(団体)） 

本来は、公益法人や共益団体も含む幅広い概念であり、日本では市民活動を中心とした団体

として捉えることが多く、営利を目的としない公益的な団体である。行政や企業とともに、こ

れからの社会を支えていくものとして大きな期待が寄せられている。 

※ 類似の言葉で「ＮＧＯ」がありますが、これはもともと国連憲章の中で使われている言葉

で非政府組織と訳される。通常国連では「ＮＧＯ」に営利企業を入れないことから、基本的に

は「ＮＰＯ」と同じである。 

 

オールドカマー 

「特別永住者」という在留資格で日本に定住する外国籍の人々のこと。その大半を占めるの

が、戦前、日本の植民地支配によって来日を余儀なくされ、戦後もそのまま日本に残った朝鮮

半島出身者とその子孫および中国・台湾からの華僑とその子孫 

 

 

外国人登録法 

2009年(平成21年)、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の

国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」（平成21年7月

15日法律第79号）が成立し、この法律の施行により、2012年(平成24年)7月9日に廃止さ

れた日本の法律。日本に在留する外国人の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管

理のための諸制度（外国人登録制度等）について規定していた。 

高齢社会対策基本法 

高齢社会対策を総合的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上を図ることを

目的として、1995年(平成7年)12月に施行された。 

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法) 

高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の高齢者虐

待防止のための支援措置を定めた日本の法律で、2006年(平成18年)4月から施行された。 

 

国際人権規約 

①経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約またはＡ規約) 

②市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約またはＢ規約) 

③市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 

以上３つの総称 

「世界人権宣言」の精神を具現化し、法的拘束力を持たせるため、1966年(昭和41年)に国

連で採択された。わが国は、①および②の２つの規約について、1979年(昭和54年)に批准し

９月に発効した。 

 

国連・持続可能な開発のための教育の１０年 

「持続可能な開発」とは、将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代

のニーズを満たすような開発として提案された。 

これは、全ての人が公平に、健康で文化的な生活を営むために必要な開発を世界が協調して

取り組み、かつ、その開発を資源の有限性、自然の回復力などを意識した節度あるものとし、

か 行 
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将来の世代へと持続する社会づくりとするものである。 

世代間の公平、地域間の公平、男女間の公平、社会的寛容、貧困削減、環境の保全と回復、

天然資源の保全、公正で平和な社会などが持続可能性の基礎となっている。 

すなわち、環境の保全、経済の開発、社会の発展を調和の下に進めていくことが持続可能な

開発である。この持続可能な開発のためには教育が極めて重要な役割を担うことから、国連に

おいて、2005年(平成17年)から2014年(平成26年)までを「国連・持続可能な開発のための

教育の１０年」とした。 

 

固定的な性別役割分担意識 

男性・女性で異なる役割が与えられ、その役割の遂行を期待する意識。性別役割分担の意識

は、長期的には解消される方向にあるものの、依然として根強く残っている状況にある。 

 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法

律(男女雇用機会均等法) 

雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業

に関して妊娠中および出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的(第1条)とす

る法律。元は1972年(昭和47年)に「勤労婦人福祉法」として制定・施行されたが、女子差別

撤廃条約批准のため、1985年(昭和60年)の改正により「雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」となる。 

 

 

 

 

３Ｋ労働 

主として若年労働者が敬遠する「きつい」「汚い」「危険」な労働を、頭文字をとって３Ｋ

と呼ぶ。一般的には肉体労働や勤務・労働条件の厳しい職業を指す。 

 

ＣＳＲ 

企業が事業活動において利益を優先するだけでなく、顧客、株主、従業員、取引先、地域社

会などの様々なステークホルダー（利害関係者）との関係を重視しながら果たす社会的責任の

こと。具体的には、安全で高品質な製品・サービスの提供、環境への配慮、社会的公正・倫理

にかなった活動などを行っているかなどが挙げられる。 

 

児童虐待の防止等に関する法律 

児童への虐待を禁止し、虐待を受けた児童を早期に発見・保護して、自立を支援するための

法律。2000年(平成12年)に成立。 

 

児童自立支援施設 

児童福祉法第44条に基づいて設置される児童福祉施設の一つで、犯罪などの不良行為をした

り、するおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、

必要な指導を行って自立を支援する施設をいう。 

 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

さ 行 
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1989年(平成元年)11月の国連総会で採択された条約で、日本は1994年(平成６年)に批准。 

前文および本文54条から成り、児童の意見表明権、思想・表現の自由、児童に関する差別の禁止、

生命・教育に関する権利、経済的搾取からの保護等、児童の権利に関して包括的に規定している。 

 

児童福祉法 

18歳未満の児童とその福祉に関する総合的な基本法である。1947年(昭和22年)12月に成

立し、1948年(昭和23年)1月に施行された。 

 

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度 

住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前登録

された人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度。住民票の写し等の不正

請求や不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的とする。米原市で

は、2014年(平成26年)2月から運用している。 

 

出入国管理及び難民認定法(入管法) 

1951年(昭和26年)10月に公布され、同年11月に施行された法律。出入国管理制度（日本国へ

の入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、

入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等）ならびに難民条約および難民議定書に基

づく難民認定制度等を定めている。 

 

 

 

障害者基本法 

1970年(昭和45年)に制定された障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、

基本的理念などを定めた法律。この法律の第9条の規定に基づき、政府、都道府県、市町村に

おいて障害者の状況を踏まえ基本的な計画（障害者基本計画）を策定しなければならない。 

 

障害者の権利に関する条約（障害者権利条約） 

障がい者に関する初めての国際条約で、2006年(平成18年)12月に国連総会にて採択。障

がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障

がい者の権利を実現するための措置等を規定している。その内容は前文および50条からなり，

市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、

様々な分野における障害者の権利実現のための取組を締約国に対して求めている。 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

障害者基本法の基本理念に則り、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別

の解消を推進することを目的として、2013年(平成25年)６月に成立した法律。一部を除き

2016年(平成28年)４月施行の予定となっている。 

 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約) 

女子差別の撤廃を定めた多国間条約で、1979年(昭和54年)12月、国際連合第34回総会で

採択され、1981年(昭和56年)に発効した。前文および30か条から成り、政治的・経済的・

社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女同権を達成するために教育の分野

も含めて、必要な措置を定めている。 
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法） 

人権の擁護を資することを目的に、人権教育・啓発の推進に係る国、地方公共団体および国

民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定めた法律で、2000年(平成12年)12月に

施行された。また、2002年(平成14年)3月には、同法第７条の規定に基づき、法務省および

文部科学省が中心となって、「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定され、国の人権教育・

啓発の総合的かつ計画的な推進施策についての指針が示された。 

 

人権教育のための国連１０年 

1994年(平成６年)、国連は人権教育を「あらゆる発達段階の人々、あらゆる社会層の人々

が、他の人々の尊厳について学び、またその尊厳をあらゆる社会で確立するための方法と手段

について学ぶための生涯にわたる総合的な過程」とし、「差別や人権侵害を撤廃していくため

の能力を身に付けるもの」として位置付け、1995年(平成７年)から2004年(平成16年)まで

の10年間を「人権教育のための国連10年」と定め、行動計画を策定するとともに、各国にも

人権の確立と普及のための具体的な行動計画の策定を呼び掛けた。 

 

人権教育のための世界プログラム 

「人権教育のための国連10年」に続く継続的な世界的枠組みとして2004年(平成16年)の

国連総会で採択された。「世界プログラム」では、その取組の第１段階として、2005年(平成

17年)から2007年(平成１9年)までの３年間に、世界の全ての国で、初等・中等教育段階にお

ける人権教育が実施されるようになることを目指した。 

人種差別撤廃条約 

人種・皮膚の色・血統・民族・部族などの違いによる差別をなくすために、必要な政策・措置を

遅滞なく行うことを義務付ける国際条約で、1965年(昭和40年)の第20回国連総会で採択された。

1969年(昭和44年)に発効し、日本は1995年(平成７年)に批准した。批准国175か国（2014

年(平成26年)3月現在） 

 

ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法） 

 2000年(平成12年)11月に施行されたストーカーを規制する日本の法律。「ストーカー

行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うこと(第2条)を指す。 

 

生活困窮者自立支援法 

全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、自立相談支援事業、住居確保給付金の支

給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮

者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること

を目的とする法律。2013 年(平成 25 年)12 月に成立し、2015 年(平成 27 年)４月の施行と

なっている。 

世界人権宣言 

1948年(昭和23年)12月の国連第３回総会において採択された国際的な人権宣言。市民

的・政治的自由のほかに経済的・社会的な権利について、各国が達成すべき基準を定めている。 

 

セクシュアル・マイノリティ 

「この世の中には女と男の２つの性別しかなく、人は女に生まれれば、誰もが自分は女であ
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るという自覚を持って成長し、異性である男を好きになる。同様に男に生まれれば、誰もが自

分は男であるという自覚を持って成長し、女を好きになる」。私たちの社会は、これが「当た

り前」で「普通」であると考えている。こうした「当たり前」「普通」から外れているとみな

された人たちをセクシュアル・マイノリティといい、具体的には女性同性愛者（レズビアン）、

男性同性愛者（ゲイ）、恋愛感情や性的欲求が男女（両性）に対してある両性愛者（バイセク

シュアル）、他者に対して恋愛感情や性的欲求を抱かないアセクシュアル、そして性自認にか

かわるトランスジェンダー、自分の性的指向や性自認がどのようなものであるのか、よくわか

らない、悩んでいる、迷っている、そして意図的にまだ決めていないというクエスチョニング

と呼ばれる人たちがいる。 

このうちトランスジェンダーとは、身体のつくりからみた身体の性（生物学的な性）と心の

性（性自認＝自分は女である、自分は男であるという意識と、その意識にもとづいた言動の一

貫性・持続性）が一致していないために、持続的な違和感・不快感を持つ人たちを言う。身体

の性と心の性のズレはトランスジェンダー個々人によって様々で、外科的の措置によって身体

の性を心の性に一致させたいと望む人や一致させた人もいるが、トランスジェンダー全てが外

科的な措置を望んでいるわけではない。なお。性同一性障害をいう言葉は、身体の性と心の性

が一致していないことによって生じる違和感・不快感といった症状を示す診断名で、日本精神

神経学会は平成26年(2014年)にこの診断名を「性別違和」に改めた。 
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男女共同参画社会基本法 

1999年(平成11年)６月に公布・施行された法律で男女共同参画社会の形成に関する基本理念

として、①男女の人権の尊重、②社会における制度または慣行についての配慮、③政策等の立案

及び決定への共同参画、④家庭生活における活動と他の活動の両立、④家庭生活における活動と

他の活動の両立、⑤国際的協調という５つの理念を定め、この基本理念にのっとり、国や地方公

共団体は男女共同参画社会の形成に努めることという、それぞれの責務を明らかにしている。 

 

地域改善対策協議会 

同和行政について、政府に対し意見を具申することから1982年(昭和57年)に設置された。

1996年(平成８年)５月には、「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方に

ついて」の意見具申として、「今後、差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教

育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、全ての人の

基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展的に再構築すべきと考えられ

る。その中で、同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題に固有の経緯等を十分に

認識しつつ、国際的な潮流とその取組を踏まえて積極的に推進すべきである。」と述べられて

いる。 

 

地域総合センター 

地方自治法および社会福祉法に基づき、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点とな

る地域に開かれたコミュニティーセンターとして、地域住民に対して生活上の相談事業や各種

交流事業などを総合的に行い、人権・同和問題の速やかな解決を目的とする施設。米原市立隣

保館条例では「息郷地域総合センター 三吉会館」と「和ふれあいセンター」の２施設が位置付

けられており、指定管理者による管理・運営が行われている。息郷地域総合センターは、息郷

児童館、息郷老人憩の家も含め、３施設を一体的に管理・運営されている。 

 

同和対策事業特別措置法 

同和地区の生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権

擁護活動の強化など、必要な措置を総合的に実施することを目的として、1969年(昭和44年)

に制定された10年間の時限立法である。国は、33年間に本法も含めて３度にわたり特別措置

法を制定し、生活環境の改善等、同和問題の解決のために積極的に取組を行った。 

 

 

 

なでしこネット（米原市女性人材バンク） 

幅広い分野において、識見または経験を有する女性の多様な意見を市政に反映させるため、平成

25年４月から市が女性人材バンクとして設置し登録を行っている制度で、政策・方針決定過程への

女性の参画を促進し、登録者の更なる活躍の場を広げることを目的に取組を進めている。 

た 行 

な 行 
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ニューカマー 

1970年代以降に来日し、定住した外国籍の人々のこと。1970年(昭和45年)から1980年代に

かけては、中国帰国者やインドシナ難民などが中心であったが、1990年(平成２年)に出入国管理法

が改正されてからは、日本人の父母または祖父母を持つ人々とその配偶者の就労が可能になったた

め、南米を中心として多くの日系人とその家族が来日し、定住している。また、日本の大学や専門

学校で学ぶ留学生や、工場等で働く研修生、そして日本人と結婚し、日本で定住する外国籍の人々

もニューカマーに含まれる。日本で働くニューカマーの多くは、在留資格の上では、合法的に就労

が認められているが、その多くが非正規雇用であり、経済変動の影響を受けやすく、不安定な雇用

を余儀なくされている。 

 

認知症 

脳や身体の疾患を原因として、記憶や判断力の低下などの障がいが起こり、日常生活を送る

のが困難になった状態のことである。会話や意思疎通ができにくくなったり、周りの状況に合

わせた行動が取れなくなったりする。 

これまでは「痴呆」と呼ばれ、その用語は侮辱感やあきらめを感じさせ、適切な理解と支援

の普及を阻み、当事者と社会に多大な損失を生んできた。今後、認知症の急増が予想されるな

か、認知症の人への正しい理解と支援を広げるために、2004年(平成16年)に行政用語として

「認知症」を使用することになった。 

 

ノーマライゼーション 

障がい者等の社会的に不利を負いやすい人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのある

がままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方 

 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法） 

2001年（平成13年）４月に成立し、同年10月に施行された。配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するため、都道府県が自ら設置する婦人相談所その他の適切な施設において被害

者の相談を受けたり、一時保護を行ったりするなど「配偶者暴力相談支援センター」としての

機能を果たすことや、裁判所が発するいわゆる接近禁止命令や退去命令について規定している。

そして、暴力の定義や被害者の保護等の内容を拡充し改正されたＤＶ防止法が2004年（平成

16年）12月に施行された。 

 

ハンセン病元患者（追加課題に※印がありました） 

 

 

 

米原市人権意識調査 

2012年(平成24年)８月に米原市全域で実施した人権問題に関する意識調査で、20歳以上

の市民のうち4%を無作為抽出した。回収率は42.9％。調査結果は今後の人権行政や関連諸事

業の参考資料として活用している。なお、今調査では大人との意識の違いを把握するため、市

内の高校生に対しても調査を行った。 

は 行 

ま 行 
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米原市人権教育推進協議会 

人権教育を総合的に推進し、あらゆる人権問題を市民的課題として解決するため、平成17年

4月に発足した協議会。「地域学習活動部会」「企業・事業所活動部会」「男女共同参画活動

部会」「教育啓発活動部会」「人権擁護活動部会」の5つの部会を設け、地域の人々が集うハ

ートフル・フォーラム（地区別懇会）や様々な人権講座などを開催している。 

 

 

ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、障がいの有無にかかわらず、全ての人が利用可能なように、常により良いもの

に改良していこうという考え方 

 
 

 

リーマンショック 

2008年(平成20年)9月にアメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破綻し

た出来事で、世界的な金融危機へと連鎖した。 
 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 

（労働者派遣法） 

労働者の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を

講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の

安定、福祉の増進に資することを目的とした法律。当初は派遣の対象は13の専門業種に限られ

ており、派遣期間も短期に限定されていたが、後に26業種に拡大され、1999年(平成11年)

と2003年(平成15年)の法改正により大幅な規制緩和が行われた。 
 
 

や 行 

ら 行 
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前  文  

人 類 社 会 の す べ て の 構 成 員 の 固 有 の 尊 厳

と 平 等 で 譲 る こ と の で き な い 権 利 と を 承 認

することは、世界における自由、正義及び平

和の基礎であるので、  
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏み

にじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰

の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界

の到来が、一般の人々の最高の願望として宣

言されたので、  
人 間 が 専 制 と 圧 迫 と に 対 す る 最 後 の 手 段

と し て 反 逆 に 訴 え る こ と が な い よ う に す る

ためには、法の支配によって人権を保護する

ことが肝要であるので、  
諸 国 間 の 友 好 関 係 の 発 展 を 促 進 す る こ と

が、肝要であるので、  
国際連合の諸国民は、国際連合憲章におい

て、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに

男女の同権についての信念を再確認し、かつ、

一 層 大 き な 自 由 の う ち で 社 会 的 進 歩 と 生 活

水 準 の 向 上 と を 促 進 す る こ と を 決 意 し た の

で、  
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び

基 本 的 自 由 の 普 遍 的 な 尊 重 及 び 遵 守 の 促 進

を達成することを誓約したので、  
こ れ ら の 権 利 及 び 自 由 に 対 す る 共 通 の 理

解は、この誓約を完全にするためにもっとも

重要であるので、  
よって、ここに、国際連合総会は、  
社会の各個人及び各機関が、この世界人権

宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(基本的人権の享有 ) 

第 11 条  

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨

げられない。この憲法が国民に保障する基

本的人権は、侵すことのできない永久の権

利として、現在及び将来の国民に与へられ

る。  
 

用１９４８年第３回国際連合総会採択  
 
人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある

地域の人民の間にも、これらの権利と自由と

の 尊 重 を 指 導 及 び 教 育 に よ っ て 促 進 す る こ

と 並 び に そ れ ら の 普 遍 的 か つ 効 果 的 な 承 認

と 遵 守 と を 国 内 的 及 び 国 際 的 な 漸 進 的 措 置

によって確保することに努力するように、す

べ て の 人 民 と す べ て の 国 と が 達 成 す べ き 共

通の基準として、この世界人権宣言を公布す

る。  
 
第１条 

すべての人間は、生まれながらにして自

由であり、かつ、尊厳と権利とについて平

等である。人間は、理性と良心とを授けら

れており、互いに同胞の精神をもって行動

しなければならない。  
第２条 

１  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、

宗教、政治上その他の意見、国民的若しく

は社会的出身、財産、門地その他の地位又

は こ れ に 類 す る い か な る 事 由 に よ る 差 別

をも受けることなく、この宣言に掲げるす

べ て の 権 利 と 自 由 と を 享 有 す る こ と が で

きる。  
２  さらに、個人の属する国又は地域が独立

国であると、信託統治地域であると、非自

治地域であると、又は他のなんらかの主権

制限の下にあるとを問わず、その国又は地

域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基

づくいかなる差別もしてはならない。  
 

 

 

 

 

 

 

公布：昭和２１年１１月 ３日 
施行：昭和２２年１５月 ３日 

 

(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止 )  
第 12 条  

 この憲法が国民に保障する自由及び権利  
は、国民の不断の努力によつて、これを保  
持しなければならない。又、国民は、これ

を濫用してはならないのであつて、常に公

共の福祉のためにこれを利用する責任を負

ふ。  

日 本 国 憲 法（抜粋） 

世 界 人 権 宣 言（抜粋） 

参 考 資 料 
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(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉 ) 

第 13 条  

 す べ て 国 民 は 、個 人と し て 尊 重 さ れ る。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権

利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必

要とする。  
(法の下の平等、貴族の禁止、栄典 ) 

第 14 条  

すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

より、政治的、経済的又は社会的関係にお

いて、差別されない。  
２  華族その他の貴族の制度は、これを認め

ない。  
３  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いか

なる特権も伴はない。栄典の授与は、現に

これを有し、又は将来これを受ける者の一

代に限り、その効力を有する。  
(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選 

挙の保障、秘密投票の保障 ) 

第 15 条  

 公務員を選定し、及びこれを罷免するこ  
とは、国民固有の権利である。  

２  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

一部の奉仕者ではない。  
３  公務員の選挙については、成年者による

普通選挙を保障する。  
４  すべて選挙における投票の秘密は、これ

を侵してはならない。選挙人は、その選択

に 関 し 公 的 に も 私 的 に も 責 任 を 問 は れ な

い。  
(請願権 ) 

第 16 条  

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法

律、命令又は規則の制定、廃止又は改正そ

の他の事項に関し、平穏に請願する権利を

有し、何人も、かかる請願をしたためにい

かなる差別待遇も受けない。  
(国及び公共団体の賠償責任 ) 

第 17 条  

 何人も、公務員の不法行為により、損害  
を受けたときは、法律の定めるところによ  
り、国又は公共団体に、その賠償を求める  
ことができる。  

(奴隷的拘束及び苦役からの自由 ) 

第 18 条  

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、そ  
の意に反する苦役に服させられない。  

(思想及び良心の自由 ) 

第 19 条  

 思想及び良心の自由は、これを侵しては  
ならない。  

(信教の自由 ) 

第 20 条  

 信教の自由は、何人に対してもこれを保  
障する。いかなる宗教団体も、国から特権  

を受け、又は政治上の権力を行使してはな  
らない。  

２  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は

行事に参加することを強制されない。  
３  国及びその機関は、宗教教育その他いか

なる宗教的活動もしてはならない。  
(集会・結社・表現の自由、通信の秘密 ) 

第 21 条  

 集会、結社及び言論、出版その他一切の  
表現の自由は、これを保障する。  

２  検閲は、これをしてはならない。通信の

秘密は、これを侵してはならない。  
(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住 

及び国籍離脱の自由 ) 

第 22 条  

 何人も、公共の福祉に反しない限り、居  
住、移転及び職業選択の自由を有する。  

２  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱

する自由を侵されない。  
(学問の自由 ) 

第 23 条   
学問の自由は、これを保障する。  

(家族生活における個人の尊厳と両性の平等 ) 

第 24 条  

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、

夫婦が同等の権利を有することを基本とし

て、相互の協力により、維持されなければ

ならない。  
２  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選

定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその

他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳

と両性の本質的平等に立脚して、制定され

なければならない。  

(生存権、国の社会的使命 ) 

第 25 条  
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度  
の生活を営む権利を有する。  

２  国は、すべての生活部面について、社会

福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増

進に努めなければならない。  
(教育を受ける権利、教育の義務 ) 

第 26 条  

 すべて国民は、法律の定めるところによ  
り、その能力に応じて、ひとしく教育を受  
ける権利を有する。  

２  すべて国民は、法律の定めるところによ

り、その保護する子女に普通教育を受けさ

せる義務を負ふ。義務教育は、これを無償

とする。  
(勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児 

童酷使の禁止 ) 

第 27 条  

 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務  
を負ふ。  

２  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件

に関する基準は、法律でこれを定める。  
３  児童は、これを酷使してはならない。  
 



 

 - 39 -

(勤労者の団結権) 

第 28 条  

勤労者の団結する権利及び団体交渉その

他の団体行動をする権利は、これを保障す

る。  
(財産権 ) 

第 29 条  

 財産権は、これを侵してはならない。  
２  財産権の内容は、公共の福祉に適合する

やうに、法律でこれを定める。  
３  私有財産は、正当な補償の下に、これを

公共のために用ひることができる。  
(納税の義務 ) 

第 30 条  

 国民は、法律の定めるところにより、納  
税の義務を負ふ。  

(法定の手続の保障 ) 

第 31 条  

 何人も、法律の定める手続によらなけれ  
ば、その生命若しくは自由を奪はれ、又は  
その他の刑罰を科せられない。  

(裁判を受ける権利 ) 

第 32 条  

 何人も、裁判所において裁判を受ける権  
利を奪はれない。  

(逮捕の要件 ) 

第 33 条  

何人も、現行犯として逮捕される場合を

除いては、権限を有する司法官憲が発し、

且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状

によらなければ、逮捕されない。  
(抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障 ) 

第 34 条  

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、

直ちに弁護人に依頼する権利を与へられな

ければ、抑留又は拘禁されない。又、何人

も、正当な理由がなければ、拘禁されず、

要求があれば、その理由は、直ちに本人及

びその弁護人の出席する公開の法廷で示さ

れなければならない。  
(住居の不可侵 ) 

第 35 条  

何人も、その住居、書類及び所持品につ

いて、侵入、捜索及び押収を受けることの

ない権利は、第 33 条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索す

る場所及び押収する物を明示する令状がな

ければ、侵されない。  
２  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲

が発する各別の令 状 により 、 こ れを 行 ふ 。 
(拷問及び残虐刑の禁止) 

第 36 条  

 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶  
対にこれを禁ずる。  

(刑事被告人の権利 ) 

第 37 条  

すべて刑事事件においては、被告人は、

公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権

利を有する。  
２  刑事被告人は、すべての証人に対して審

問する機会を充分に与へられ、又、公費で

自 己 の た め に 強 制 的 手 続 に よ り 証 人 を 求

める権利を有する。  
３  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格

を 有 する 弁護 人を 依頼す る こと がで きる 。

被 告 人 が 自 ら こ れ を 依 頼 す る こ と が で き

ないときは、国でこれを附する。  
(自己に不利益な供述、自白の証拠能力 ) 

第 38 条  

 何人も、自己に不利益な供述を強要され

ない。  
２  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は  

不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自

白は、これを証拠とすることができない。  
３  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本

人の自白である場合には、有罪とされ、又

は刑罰を科せられない。  
(遡及処罰の禁止・一事不再理 ) 

第 39 条  

 何人も、実行の時に適法であつた行為又  
は既に無罪とされた行為については、刑事  
上の責任を問はれない。又、同一の犯罪に  
ついて、重ねて刑事上の責任を問はれない。 

(刑事補償) 

第 40 条  

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の  
裁判を受けたときは、法律の定めるところ  
により、国にその補償を求めることができ  
る。  

(基本的人権の本質 ) 

第 97 条  

この憲法が日本国民に保障する基本的人

権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力

の成果であつて、これらの権利は、過去幾

多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対

し、侵すことのできない永久の権利として

信託されたものである。  
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(目的 ) 

第１条 

この法律は、人権の尊重の緊要性に関す

る認識の高まり、社会的身分、門地、人種、

信条又は性別による不当な差別の発生等の

人権侵害の現状その他人権の擁護に関する

内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権

啓発に関する施策の推進について、国、地

方公共団体及び国民の責務を明らかにする

とともに、必要な措置を定め、もって人権

の擁護に資することを目的とする。  
(定義 )  

第２条   

この法律において、人権教育とは、人権

尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を

いい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重

の理念を普及させ、及びそれに対する国民

の理解を深めることを目的とする広報その

他の啓発活動 (人権教育を除く。 )をいう。  
(基本理念) 

第３条   

国及び地方公共団体が行う人権教育及び

人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて、国民が、その発達

段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解

を深め、これを体得することができるよう、

多様な機会の提供、効果的な手法の採用、

国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性

の確保を旨として行われなければならない。 
(国の責務) 

第４条 

国は、前条に定める人権教育及び人権啓

発の基本理念 (以下「 基 本理念」という。 )
にのっとり、人権教育及び人権啓発に関す

る施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。  
(地方公共団体の責務 ) 

第５条   

地方公共団体は、基本理念にのっとり、

国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施

策を策定し、及び実施する責務を有する。  
(国民の責務 ) 

第６条 

国民は、人権尊重の精神の涵養に努める

とともに、人権が尊重される社会の実現に

寄与するよう努めなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

公布：平成１２年１２月 ６日 
施行：平成１２年１２月 ６日 

 
(基本計画の策定) 

第７条 

国は、人権教育及び人権啓発に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計

画を策定しなければならない。  
(年次報告) 

第８条  
政府は、毎年、国会に、政府が講じた人

権教育及び人権啓発に関する施策について

の報告を提出しなければならない。  
(財政上の措置 ) 

第９条 

国は、人権教育及び人権啓発に関する施

策を実施する地方公共団体に対し、当該施

策に係る事業の委託その他の方法により、

財政上の措置を講ずることができる。  
 
  附  則 (略 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条  

この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法

律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全

ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本

的人権を享有する個人としてその尊厳が重ん

ぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障され

る権利を有することを踏まえ、障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する基本的な事項、行

政機関等及び事業者における障害を理由とす

る差別を解消するための措置等を定めること

により、障害を理由とする差別の解消を推進し、

もって全ての国民が、障害の有無によって分け

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現に資するこ

とを目的とする。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第３条  
国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にの

っとり、障害を理由とする差別の解消の推進に

関して必要な施策を策定し、及びこれを実施し

なければならない。 
（国民の責務） 

第４条  

国民は、第一条に規定する社会を実現する上

で障害を理由とする差別の解消が重要である

ことに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推

進に寄与するよう努めなければならない。 
（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ

合理的な配慮に関する環境の整備） 

第５条  

行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去

の実施についての必要かつ合理的な配慮を的

確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善

及び設備の整備、関係職員に対する研修その他

の必要な環境の整備に努めなければならない。 
 
第２章 障害を理由とする差別の解消の推進に関

する基本方針 

第６条  

政府は、障害を理由とする差別の解消の推進

に関する施策を総合的かつ一体的に実施する

ため、障害を理由とする差別の解消の推進に関

する基本方針（以下「基本方針」という。）を

定めなければならない。 
 

 
 
 

公布：平成２５年 ６月２６日 
施行：平成２８年 ４月 １日 

 
第３章 行政機関等及び事業者における障害を理

由とする差別を解消するための措置 

（行政機関等における障害を理由とする差別の

禁止） 

第七条  
行政機関等は、その事務又は事業を行うに当

たり、障害を理由として障害者でない者と不当

な差別的取扱いをすることにより、障害者の権

利利益を侵害してはならない。 
（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条  

事業者は、その事業を行うに当たり、障害を

理由として障害者でない者と不当な差別的取

扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵

害してはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（抜粋） 
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第１章 総 則 

（目的） 

第１条  

この法律は、本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑

み、その解消に向けた取組について、基本理念

を定め、及び国等の責務を明らかにするととも

に、基本的施策を定め、これを推進することを

目的とする。 
（定義） 

第２条  

この法律において「本邦外出身者に対する不

当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある

国若しくは地域の出身である者又はその子孫

であって適法に居住するもの（ 以下この条に

おいて「本邦外出身者」という。） に対する差

別的意識を助長し又は誘発する目的で公然と

その生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危

害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著

しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地

域の出身であることを理由として、本邦外出身

者を地域社会から排除することを煽動する不

当な差別的言動をいう。 
（基本理念） 

第３条  

国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の解消の必要性に対する理解を深めると

ともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言

動のない社会の実現に寄与するよう努めなけ

ればならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第４条  

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言

動の解消に向けた取組に関する施策を実施す

るとともに、地方公共団体が実施する本邦外出

身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組に関する施策を推進するために必要な

助言その他の措置を講ずる責務を有する。 
２ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当

な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国と

の適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情

に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 
 
第２章 基本的施策 

（相談体制の整備） 

第５条  

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言 

 
 
 

公布：平成２８年 ６月 ３日 
施行：平成２８年 ６月 ３日 

 
動に関する相談に的確に応ずるとともに、これ

に関する紛争の防止又は解決を図ることがで

きるよう、必要な体制を整備するものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動に関する相談に的

確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止

又は解決を図ることができるよう、必要な体制

を整備するよう努めるものとする。 
（教育の充実等） 

第６条  

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言

動を解消するための教育活動を実施するとと

もに、そのために必要な取組を行うものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動を解消するための

教育活動を実施するとともに、そのために必要

な取組を行うよう努めるものとする。 
（ 啓発活動等） 

第７条 

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言

動の解消の必要性について、国民に周知し、そ

の理解を深めることを目的とする広報その他

の啓発活動を実施するとともに、そのために必

要な取組を行うものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消の必要性に

ついて、住民に周知し、その理解を深めること

を目的とする広報その他の啓発活動を実施す

るとともに、そのために必要な取組を行うよう

努めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（抜粋） 
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（目的） 

第一条  

この法律は、現在もなお部落差別が存在する

とともに、情報化の進展に伴って部落差別に関

する状況の変化が生じていることを踏まえ、全

ての国民に基本的人権の享有を保障する日本

国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されな

いものであるとの認識の下にこれを解消する

ことが重要な課題であることに鑑み、部落差別

の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び

地方公共団体の責務を明らかにするとともに、

相談体制の充実等について定めることにより、

部落差別の解消を推進し、もって部落差別のな

い社会を実現することを目的とする。 
（基本理念） 

第２条  

部落差別の解消に関する施策は、全ての国民

が等しく基本的人権を享有するかけがえのな

い個人として尊重されるものであるとの理念

にのっとり、部落差別を解消する必要性に対す

る国民一人一人の理解を深めるよう努めるこ

とにより、部落差別のない社会を実現すること

を旨として、行われなければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第３条  

国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別

の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公

共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策

を推進するために必要な情報の提供、指導及び

助言を行う責務を有する。 
２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、

部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担

を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携

を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講

ずるよう努めるものとする。 
（相談体制の充実） 

第４条  

国は、部落差別に関する相談に的確に応ずる

ための体制の充実を図るものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関

する相談に的確に応ずるための体制の充実を

図るよう努めるものとする。 
（教育及び啓発） 

第五条  

国は、部落差別を解消するため、必要な教育

及び啓発を行うものとする。 

 
 
 

公布：平成２８年１２月１６日 
施行：平成２８年１２月１６日 

 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解

消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努

めるものとする。 
（部落差別の実態に係る調査） 

第六条  

国は、部落差別の解消に関する施策の実施に

資するため、地方公共団体の協力を得て、部落

差別の実態に係る調査を行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 

部落差別の解消の推進に関する法律 
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平成１８年 ９月２９日 
  告示第２２３号 

 

 
私たち米原市民は  

人が人として幸せに生きるまちをつくります。  

それは人権尊重のまちであり、世代を超えて住み続けられる魅力あるまち

です。  

一、私たち一人ひとりはかけがえのない存在であり、自らの人権を自覚し、

お互いの人権を大切にします。  

一、私たちはふれあいの心を深め、子どもからお年寄りまですべての人が

輝き、生きるよろこびに満ちたまちづくりに努めます。  

一、私たちは子どもたちに大きな希望を持ち、子どもたちがすこやかに成

長できる人権尊重のまちをつくります。  

私たちは米原市を人権尊重都市とすることを宣言します。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米原市人権尊重都市宣言 
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すべての人間は、生まれながらにして自由

であり、かつ、尊厳と権利について平等であ

る と し た 世 界 人 権 宣 言 お よ び 基 本 的 人 権 の

尊 重 と 法 の 下 の 平 等 を 定 め た 日 本 国 憲 法 の

基本理念をふまえ、米原市自治基本条例 (平成

18 年米原市条例第 43 号 )に掲げるまちづく

り の 基 本 原 則 を 前 提 と し て 人 権 尊 重 の ま ち

づくりをすすめるため、この条例を制定する。 
 
(目的 ) 

第１条   

この条例は、すべての市民の人権意識の

高揚を図るとともに、人権擁護に努め、生

まれた所、住んでいる所、国籍、性別、年

齢、障がい等により差別されることなく、

基本的人権が尊重され、人が輝く住みよい

まちの実現に寄与することを目的とする。  
(市の責務) 

第２条   

市は、前条の目的を達成するため、市が

実施する教育、啓発、福祉、健康、環境、

産業および雇用等のすべての分野における

必要な施策を積極的に推進し、人権尊重の

まちづくりをすすめるとともに、市民の参

加、参画および協働の機会を保障するもの

とする。  
(市民の権利と役割 ) 

第３条   

すべての市民は、人として尊重される。  
２  人権尊重のまちづくりは、自他の人権を

尊重し、差別をしない、させない、見過さ

な い 市 民 の 自 覚 と 努 力 に よ っ て 実 現 す る

ものであり、市民は、人権尊重のまちづく

りをすすめるよう努めるものとする。  
(事業者等の役割) 

第４条 

市内に事業所を有する営利法人、市内に

事務所または活動拠点を有する営利を目的

としない組織ならびに団体および市内の特

定の地域を対象とする地縁団体ならびに地

縁団体に類する地縁組織 (以下「事業者等」

という。)は、市が実施する人権尊重のまち

づくりの施策に参加および参画するととも

に人権問題について積極的な取り組みに努

めるものとする。  
 

 

米原市人権尊重のまちづくり条例 


